
岩手県地域公共交通活性化協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号。以下「法」

という。）第６条第１項の規定に基づき、岩手県地域公共交通計画の作成及び実施に関す

る協議を行うため、岩手県地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は次に掲げる事項について、協議するものとする。 

(1) 岩手県地域公共交通計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 岩手県地域公共交通計画の実施に関すること。 

(3) 岩手県地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、別表１に掲げる者のうちから、岩手県知事が委嘱又は任命する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の規定について、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

（会議） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は岩手県ふるさと振興部交通政策室長をもって充てる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときはその職務を代

理する。 

 

（会議の運営等） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員（別表１の学識経験者を除く。）は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を

出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することに

より、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 協議会の決議の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

５ 協議会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な
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議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

 

（委員以外の出席） 

第６条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことがきる。 

 

 （地域別部会の設置） 

第７条 協議会には、第２条の各号に掲げる事項に関して、地域の実情に応じた協議等を行

うため、広域振興局の所管区域ごとに地域別部会（以下「地域別部会」という。）を設置

する。 

 

 （地域別部会の組織） 

第８条 地域別部会の委員は、別表２に掲げる者のうちから、岩手県知事が委嘱又は任命す

る。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の規定について、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

 （地域別部会の会議） 

第９条 地域別部会に部会長及び部会長代理を置く。 

２ 部会長は広域振興局経営企画部企画推進課長を、部会長代理は部会長が指名する者を以

て充てる。 

３ 部会長は、地域別部会を代表し、その会務を総理する。 

４ 部会長代理は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が不在のときはそ

の職務を代理する。 

 

 （地域別部会の運営等） 

第 10 条 第５条及び第６条の規定は、地域別部会に準用する。この場合において、第５条

及び第６条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

２ 地域別部会が決議した事項について協議会に報告することとし、協議会においては、そ

の報告を尊重しなければならない。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第 11 条 協議会で協議が整った事項については、協議会及び地域別部会の構成員はその協

議結果を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第 12条 協議会及び地域別部会の事務局は岩手県ふるさと振興部交通政策室に置く。 



 

（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び地域別部会の運営に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 ２ 協議会及び地域別部会の設置初年度の委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわら

ず、平成 32年３月 31日までとする。ただし、協議会における市町村の委員の任期は平

成 31年３月 31日までとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 １ この要綱は、令和５年３月 23日から施行する。 

２ 岩手県地域公共交通網形成計画の協議事項が終了するまでの間、この要綱による改正

後の要綱の規定の適用について、「岩手県地域公共交通計画」とあるのは「岩手県地域

公共交通計画及び岩手県地域公共交通網形成計画」とする。 



 

別表１（第３条関係） 

・国土交通省東北運輸局 

・岩手県 

・代表市町村 

・公共交通事業者 

・公益社団法人岩手県バス協会 

・一般社団法人岩手県タクシー協会 

・岩手県交通運輸産業労働組合協議会 

・道路管理者 

・公安委員会 

・公共交通利用者 

・学識経験者 

・公益財団法人岩手県観光協会 

 

別表２（第７条関係） 

・国土交通省東北運輸局岩手運輸支局 

・岩手県 

・市町村 

・関係バス事業者 

 


